
 

 

鳥取県間伐材搬出等事業費補助金交付要綱 

 

平成１３年４月２５日付林第５８号 

鳥取県農林水産部長通知  

最終改正 令 和４年３ 月２４日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県間伐材搬出等事業費補助金（以下「本補助金」という。）の

交付について、鳥取県間伐材搬出等事業助成条例（平成１３年鳥取県条例第７号。以下「条例」と

いう。）及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、間伐材搬出等事業を行う森林所有者等に対し助成することにより、間伐の実施

及び間伐材の搬出・販売を促進し、もって本県における健全な森林の育成、資源の有効利用を図る

ことを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、条例第２条第１号に規定する事業（以下「補助事

業」という。）を行う別表第２欄に掲げる事業主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 別表第２欄に掲げる事業主体のうち個人事業者及び法人については、鳥取県産業振興条例（平成

２３年１２月鳥取県条例第６８号）第２条第１項の規定に基づく者とする。 

３ 本補助金の対象となる経費は、別表第３欄に掲げる経費とし、本補助金の額は、別表第５欄の基

準により出荷又は販売された間伐材の量に別表第４欄の単価を乗じて算出された額以下とする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、治山事業、とっとり環境の森緊急整備事業実施要領（平成１７年３

月３１日付第２００４０００１８５３４号鳥取県農林水産部長通知）第３の（１）により間伐され

た間伐材、または、国有林（国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律（昭

和２６年法律第２４６号）第１０条第１号に規定する分収林である森林をいう。）、県営林（鳥取

県が所有権又は地上権を有する森林をいう。）、とっとり共生の森（企業等、鳥取県、市町村の三

者で森林保全・管理協定を締結した森林をいう。）及び独立行政法人森林総合研究所森林整備農地

センターが管理する森林から搬出される間伐材については、補助事業の対象としない。 

 

（交付申請の委任） 

第４条 条例第３条の規定により交付を受けようとする森林所有者等は、本補助金の交付申請、支払

請求及び受領の事務を、補助事業の施行地を区域とする森林組合長等第三者に委任することができ

る。 

２ 森林所有者等は、前項の事務を森林組合長等第三者に委任する場合には、委任状及び精算依頼書

（様式第１号）を森林組合長等第三者に提出するものとする。 



 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請は、森林・林業振興局県産材・林産振興課又は地方事務所（東部農林事

務所八頭事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、西部総合事務所日野振興センターをいう。）の

長（以下「事務所等の長」という。）が指示する日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第２号によるもの

とする。 

 

（交付決定の時期等） 

第６条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとす

る。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号により行うものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表第６欄の内容以外の変更とする。 

２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第８条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１） 規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了、中止若しくは廃

止の日から２０日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の４月２０日のいずれか早

い日 

（２） 規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の

翌年度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第

２号によるものとする。 

 

（概算払の時期等） 

第９条 事業主体は、概算払を受けようとするときは、概算払申請書（様式第４号）を事務所等の長

に提出しなければならない。 

２ 事務所等の長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行

い、適正であると認めたときは、規則第１９条に基づき概算払通知書（様式第６号）により事業主

体へ通知するものとする。 

 

（提出書類の部数等） 

第１０条 規則及びこの要綱の規定により事務所等の長に提出する書類は１部とする。 

 

（補助金交付決定前の着手等） 

第１１条 事業の着手は、原則として、交付決定通知後に行うものとする。ただし、４月３０日まで



 

 

に本補助金の交付申請が行われたものに限り、補助金交付決定前に着手することができる。 

２ 前項のただし書きにより事業に着手したものについては、申請年度の４月１日から交付決定の日

までの間に実施した事業を本補助金の対象にすることができる。 

 

（雑則） 

第１２条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産

部長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１３年４月２５日から施行し、平成１３年度の補助事業から適用する。 

２ 鳥取県間伐等原木供給事業補助金交付要綱（平成１２年４月３日付林第６５号鳥取県農林水産部

長通知）は、廃止する。ただし、平成１２年度に実施した間伐材等搬出促進事業に対しては、平成

１３年度に限りなおその効力を有する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年７月２日から施行する。 

   附 則 

１ この改正は、平成１４年６月１３日から施行し、平成14年度の補助事業から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成１４年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金については、

なお従前の例による。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１６年４月１日から施行し、平成１６年度の補助事業から適用する。 

   附 則 

１ この改正は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成１６年度までに実施した間伐材持ち出し支援事業については、な

お従前の例による。 

   附 則 

 この改正は、平成１７年８月５日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成１９年３月２６日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成２１年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金については、

なお従前の例による。 



 

 

   附 則 

１ この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成２２年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金については、

なお従前の例による。 

   附 則 

 この改正は、平成２３年９月１２日から施行し、平成２３年８月２４日から適用する。 

   附 則 

 この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成２５年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金については、

なお従前の例による。 

   附 則 

１ この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成２６年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金については、

なお従前の例による。 

   附 則 

 この改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 

 

別表 

１ 

補助事業 

２ 

事業主体 

３ 

補助対象経費 

４ 

補助率 

５ 

実施基準 

６ 

重要な変更 

間伐材搬出等事業 （１）県内に森林を所有

する、森林法（昭和２

６年法律第２４９号)第

２条第２項に規定する

森林所有者（森林所有

者から補助事業の委託

を受けた個人事業者及

び法人も含む。） 

（２）森林組合 

（３）素材生産業を営む

者（日本標準産業分類

にある「素材生産業」

を営む個人事業者及び

法人とする。）及びそ

の組織する団体 

県内の森林において間

伐を実施し、かつ第５

欄（１）の間伐材(注)

を同欄（２）の施設へ

出荷又は販売に要する

経費 

 

定額 

2,400円/ m3 

事業の対象となる間伐材及び出荷又は販売

先は次のとおり。 

（１）樹種：スギ、ヒノキ 

（２）出荷販売先：県内に所在する次の施

設 

①原木市場（ただし、価格条件等を勘

案し、やむを得ず県外の市場へ出荷

するものも事業の対象とする。） 

②木材の保管施設（港湾施設、製材加

工施設に付帯している野積場及び複

数の山土場から木材を集積して検

寸・仕分をする施設とする。） 

③製材加工施設（チップ工場、ペレッ

ト製造施設を含む） 

補助対象経費

の増及び３０

パーセントを

超える減 

 

（注）間伐材は丸太の材積とし、根元部（根株）は含まない。 

根元部（根株）とは、丸太（１番玉）を採材するときに、切り落とす根元側の端部のことをいう。 

   また、チップ工場等へ出荷・販売した場合にトン単位で取引され、材積の確認が不可能な場合は 

次の換算係数を適用（小数点第４位四捨五入）する。 

（１）ス ギ １ｔ当たり：１．４９３ｍ３  

（２）ヒノキ １ｔ当たり：１．２０２ｍ３   

（３）スギとヒノキが積載してある場合 

・スギとヒノキの積載割合が算出されている場合はその割合に併せて按分し算出する。  

・スギとヒノキの積載割合が算出されていない場合は、ヒノキの換算係数を適用する。 

【参考】 



 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

 

委任状及び精算依頼書 

 

 

  代理人 

   住所 

   氏名 

    （団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

 私（ども）は、○○○○○○を代理人と定め、次の事項を委任します。 

 

 

 年度鳥取県間伐材搬出等事業費補助金の交付申請、支払請求及び受領等に関すること。 

 

     年  月  日 

 

 

                   委任者 住 所 

                       氏 名          印 

 

                                         住 所                        

                                         氏 名          印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本様式については、実情に応じ、適宜修正して用いること。



 

 

様式第２号（第５条、第８条関係） 

 

年度 間伐材搬出等事業計画書（実績）及び収支予算（精算）書 

１ 事業の内容 

 
 

 

～ 0

～ 0

～ 0

～ 0

～ 0

～ 0

～ 0

0

（注）１　間伐面積は、小数点以下第2位まで記載する。

　　　２　整理番号欄は、当該施行地から出荷・販売した材の伝票に整理番号を付し、その番号を記載すること。なお、複数回に渡る場合は、適宜枝番を付すこと。

　　　３　出荷・販売実施時期欄には、出荷・販売月を記載すること。

　　　４　出荷・販売材積の各欄は、出荷・販売先毎にスギ、ヒノキの別に記載し、数値は小数点以下第3位までとする。

　　　５　本事業に併せて、造林事業等の国又は県の間伐関連補助事業を実施している場合は、他の間伐補助事業実施状況欄にその事業名を記載すること。

出荷・販売材積(ｍ3)

計

出荷・販売先別内訳

合計

スギ

ヒノキ

の別

林齢

(年生)

間伐面積

(ha)

整理

番号

出荷・販売

実施時期
出荷・販売者

施行地の状況 出荷・販売状況

他の間伐補助事業

実施状況

（補助事業名）

摘要
森林所有者 市町村 大字 字 地番

保安林

普通林

の別 ※この欄には出荷・販売先名を記入



 

 

２ 収支予算（精算）書 

（１）収入                         （単位：円） 

区 分 予算額（精算額） 備 考 

県補助金  概算払済額      円 

自己資金等    

計   

 （注）実績報告の場合、既概算払済額の合計を記載すること。 

 

（２）支出 

区 分 予算額（精算額） 備 考 

事 業 費   

 

３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

     年   月   日 

 

４ 添付書類 

[第５条関係（交付申請の場合）]  

委任状（様式第１号） 

森林所有者から交付申請等の委任を受けた場合に作成すること。 

 

[第８条関係（実績報告の場合（ただし、概算払申請書に添付したものは除く））] 

（１）間伐施行地の位置図 

原則、森林計画図とし、整理番号ごとに作成すること。 

間伐施行地を赤色の境界線で図示すること。 

（２）間伐施行地の状況写真 

整理番号ごとに２枚程度添付すること。 

作業の実施状況がわかるのもとすること。 

（３）保安林内の間伐に係る適合通知書の写し 

（４）出荷・販売先が発行した入荷・販売状況を記した伝票の写し（電子データによる提出も可とする） 

   ただし、県が帳票等の確認を申請者の事務所等で行うとした場合は、写しの添付を省略できるも

のとする。 

なお、伝票及びその写しは、施業地、出荷先、出荷時期毎にまとめ、整理番号を付しておくこと。 

 



 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 職 氏  名  様 

 

                             事務所等の長 

 

   年度鳥取県間伐材搬出等事業費補助金交付決定通知書 

 

   年 月 日付  第  号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県間伐材

搬出等事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２

年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交

付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
 

記 

 

１ 対象事業 

 本補助金の補助事業は、「間伐材搬出等事業」とし、その内容は・・・・・とする。 

２ 交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額 金        円 

（２）交付決定額 金        円 

 

３ 交付額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県間伐材搬出等事業費補助金交付

要綱（平成１３年４月２５日付林第58号鳥取県農林水産部長通知。以下「要綱」という。）第３条

第３項の規定を適用して算出した額と、前記２の(２)の交付決定額（変更された場合は、変更後の

額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

４ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 



 

 

様式第４号（第９条関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 職  氏   名  様 

 

 

                                           住所 

                            事業主体名 

代表者名         印 

 

 

 

    年度鳥取県間伐材搬出等事業費補助金概算払申請書（第○回） 

 

  年  月  日付第○○号で交付決定（及び  年  月  日付第○○号で変更承認）の

あった鳥取県間伐材搬出等事業費補助金について、鳥取県間伐材搬出等事業費補助金交付要綱第９条

第１項の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 概算払請求額 金      円 

 

２ 添付書類 

年度 間伐材搬出等事業概算払用実績（様式第５号） 

 

 

 



 

 

様式第５号（第９条関係） 

年度 間伐材搬出等事業概算払用実績（第○回） 

１ 事業の内容 

 

２ 添付書類 

（１）間伐施行地の位置図（第１回目と同一施行地の場合、２回目以降は省略できるものとする。） 
原則、森林計画図とし、整理番号ごとに作成すること。 
間伐施行地を赤色の境界線で図示すること。 

（２）間伐施行地の状況写真 
整理番号ごとに２枚程度添付すること。 
作業の実施状況がわかるものとすること。 

（３）保安林内の間伐に係る適合通知書の写し 
（第１回目と同一施行地の場合、２回目以降は省略できるものとする。） 

（４）出荷・販売先が発行した入荷・販売状況を記した伝票の写し（電子データによる提出も可とする） 
   ただし、事前に県が帳票等の確認を申請者の事務所等で行うとした場合は、写しの添付を省略できるものとする。 

なお、伝票及びその写しは、施業地、出荷先、出荷時期毎にまとめ、整理番号を付しておくこと。 

～ 0

～ 0

～ 0

～ 0

～ 0

～ 0

～ 0

0

（注）１　間伐面積は、小数点以下第2位まで記載する。

　　　２　整理番号欄は、当該施行地から出荷・販売した材の伝票に整理番号を付し、その番号を記載すること。なお、複数回に渡る場合は、適宜枝番を付すこと。

　　　３　出荷・販売実施時期欄には、出荷・販売月を記載すること。

　　　４　出荷・販売材積の各欄は、出荷・販売先毎にスギ、ヒノキの別に記載し、数値は小数点以下第3位までとする。

　　　５　本事業に併せて、造林事業等の国又は県の間伐関連補助事業を実施している場合は、他の間伐補助事業実施状況欄にその事業名を記載すること。

出荷・販売材積(ｍ
3
)

計

出荷・販売先別内訳

合計

スギ

ヒノキ

の別

林齢

(年生)

間伐面積

(ha)

整理

番号

出荷・販売

実施時期
出荷・販売者

施行地の状況 出荷・販売状況

他の間伐補助事業

実施状況

（補助事業名）

摘要
森林所有者 市町村 大字 字 地番

保安林

普通林

の別 ※この欄には出荷・販売先名を記入



 

 

様式第６号（第９条関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

職  氏 名  様 

 

 

                                                      事務所等の長 

                            

   年度鳥取県間伐材搬出等事業費補助金概算払通知 

 

  年 月 日付 第 号で交付決定通知（及び  年 月 日付 第 号で変更承認通知）をした

本補助金について、下記のとおり概算払をしますので、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県

規則第２２号）第１９条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助金概算払額 

交付決定額 既概算払額 今回概算払額 概算払額計 残 額 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

２ 概算払の時期 

      年  月  旬 

 

 

 


